
板橋区
男女平等参画
基本条例
すべての区民が、個人としての尊厳を重んじられ、
性別による差別を受けることなく、一人ひとりが能力を発揮し、
ともに住みよいまちをつくる男女平等参画社会の実現は、
私たちの願いです。
男女があらゆる分野の活動にともに参画し、利益を享受し、
責任を担う男女平等参画社会の実現を図るため、
平成15年3月にこの条例が制定されました。
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○東京都板橋区男女平等参画基本条例 

前文 

すべての区民が、個人としての尊厳を重んじられ、性別による

差別的な取扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮し、

ともに住みよいまちをつくる男女平等参画社会の実現は、私たち

の願いです。 

しかし、社会における制度や慣行の中には、性別による固定的

な役割分担など、男女の個人としての能力の発揮や活動の選択を

制限するものがあり、これらの解消には、なお一層の努力が必要

です。 

板橋区では、人間性を尊重し、区民一人ひとりが地域の問題解

決に自ら主体的に参加し、連帯していくことの中から生まれた地

域からの発想を重視し、すべての人が互いに理解し支えあい、と

もに生きるまちづくりに取り組んでいます。 

そのためにも、男女が、個人としての自己の意思と責任によっ

て選択した多様な生き方が尊重され、子の養育、家族の介護など

の家庭生活と、職場や地域などにおける社会活動との両立ができ、

様々な分野での政策や方針の決定過程に参画できる板橋区をつ

くることが必要です。 

ここに、男女があらゆる分野における活動にともに参画し、利

益を享受し、責任を担う男女平等参画社会の実現を図るため、こ

の条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女平等参画社会の形成に関し、基本理念

を定め、板橋区（以下「区」という。）、区民及び事業者・民

間団体の責務を明らかにするとともに、協調と連携を図りなが

ら男女平等参画社会の形成に関する施策（以下「男女平等参画

施策」という。）を総合的かつ計画的に推進することにより、

区民すべての人権が尊重され、性別による差別のない社会を築

き、もって豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女平等参画社会 男女が、性別にかかわりなく個人と

して尊重され、一人ひとりにその個性と能力を発揮する機会

が確保されることにより、対等な立場で社会のあらゆる分野

における活動に共に参画し、利益を享受し、責任を担う社会

をいう。 

(２) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要

な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積

極的に提供することをいう。 

(３) 区民 区の区域内（以下「区内」という。）に居住し、

通勤し、通学し、又は区内で活動するすべての個人をいう。 

(４) 事業者・民間団体 営利、非営利等の別にかかわらず、

区内において事業・社会活動を行うすべての個人、法人及び

団体をいう。 

(５) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言

動を受けた個人の心身に苦痛を与え、若しくは生活の環境を

害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個

人に不利益を与えることをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女平等参画社会を形成するため、次に掲げる事項を基

本理念として定める。 

(１) 男女の個人としての人権が尊重され、性別による差別的

な取扱いを受けない社会を実現すること。 

(２) 男女平等参画社会の形成を阻害する社会制度や慣行が

是正され、男女が性別にかかわらず、その個性や能力を発揮

する機会が確保されること。 

(３) 男女が、社会の対等な構成員として、様々な分野におけ

る活動の方針決定の過程に参画する機会が確保されるととも

に責任を担うこと。 

(４) 男女一人ひとりが、自立した個人としてその能力を十分

に発揮し、性別による固定的な役割分担にとらわれることな

く、自己の意思と責任による多様な生き方の選択が尊重され

ること。 

(５) 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家

族の介護等の家庭生活と、職場、地域等における社会活動を

両立することができるように環境が整備されること。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第４条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱い

をしてはならない。 

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメント

を行ってはならない。 

３ 何人も、配偶者間等男女間のあらゆる暴力行為又は精神的に

著しく苦痛を与える行為を行ってはならない。 

（区の責務） 

第５条 区は、男女平等参画社会の形成を主要な政策として位置

付け、基本理念にのっとり、男女平等参画施策を策定し、総合

的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 区は、男女平等参画社会の形成を推進するために、必要な体

制を整備し、及び財政上の措置を講じるものとする。 

（区民の責務） 

第６条 区民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域
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その他社会の様々な活動の場において、男女平等参画社会の形

成に向けて取り組むよう努めるものとする。 

２ 区民は、区及び事業者・民間団体との連携を図り、男女平等

参画社会の形成を積極的に推進するものとする。 

（事業者・民間団体の責務） 

第７条 事業者・民間団体は、基本理念にのっとり、男女平等参

画社会の形成についての理解と認識を深め、事業・社会活動を

行うに当たり、男女平等参画を促進するものとする。 

２ 事業者・民間団体は、区及び区民との連携を図り、男女平等

参画社会の形成を積極的に推進するものとする。 

第２章 基本的施策 

（行動計画） 

第８条 区長は、男女平等参画施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、男女平等参画社会実現のための行動計画（以下「行動

計画」という。）を策定し、公表しなければならない。 

２ 区長は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ区民

及び事業者・民間団体の意見、実態等を把握するために必要な

措置を講じるとともに、第22条に規定する東京都板橋区男女平

等参画審議会に諮問しなければならない。 

３ 区長は、行動計画の実施状況報告書を毎年１回作成し、公表

しなければならない。 

（男女平等参画の促進） 

第９条 区長は、男女平等参画を促進するため、区の付属機関等

の委員の男女構成について行動計画に数値目標を定め、積極的

改善措置を講じ、男女間の均衡を図るものとする。 

２ 区長は、男女平等参画の促進に必要と認める場合、事業者・

民間団体に対し、雇用の分野における男女の参画状況等につい

て助言を行うことができる。 

（調査、研究等） 

第10条 区は、男女平等参画社会の形成に関し、必要な調査、研

究並びに情報の収集及び分析を行うものとする。 

（教育及び啓発の推進） 

第11条 区は、男女平等参画社会の形成に関し、学校教育その他

の教育及び啓発活動を通じて、区民及び事業者・民間団体の理

解を深めるよう適切な措置を講じるものとする。 

（普及広報） 

第12条 区は、男女平等参画社会について、区民及び事業者・民

間団体の理解を促進するために必要な普及広報活動に努める

ものとする。 

（事業者・民間団体への支援） 

第13条 区は、男女平等参画を推進する事業者・民間団体への支

援に努めるものとする。 

第３章 推進体制 

（男女平等参画推進本部の設置） 

第14条 区は、区長を本部長とする男女平等参画推進本部を設置

する。 

２ 男女平等参画推進本部は、男女平等参画施策を総合的に企画

し、進行を管理し、及び実施結果を評価し、並びに調整を行う

ものとする。 

（男女平等推進センターの設置） 

第15条 男女平等参画社会の形成に関し、区民活動の支援、相談、

情報収集等の男女平等参画施策を推進する拠点施設として、東

京都板橋区立男女平等推進センターを設置する。 

第４章 苦情処理 

（苦情の申立て） 

第16条 区民又は事業者・民間団体は、次に掲げる事項について、

次条に規定する東京都板橋区男女平等参画苦情処理委員会に

苦情の申立てをすることができる。 

(１) 区が実施する施策のうち、男女平等参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる事項 

(２) 男女平等参画社会の形成を阻害すると認められる事項 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については苦情の

申立てをすることができない。 

(１) 裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項 

(２) 法令の規定により、不服申立てを行っている事項又は不

服申立てに対する裁決若しくは決定のあった事項 

(３) 区議会で審議中又は審議が終了した事項 

(４) この条例に基づく東京都板橋区男女平等参画苦情処理

委員会の判断に関する事項 

（苦情処理委員会の設置） 

第17条 前条第１項に規定する苦情の申立てを処理するために、

東京都板橋区男女平等参画苦情処理委員会（以下「苦情処理委

員会」という。）を設置する。 

（苦情処理委員会の組織等） 

第18条 苦情処理委員会は、男女平等参画社会の形成に深い理解

と識見を有する者のうちから区長が委嘱する委員３人により

組織する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（苦情処理委員会の職務等） 

第19条 苦情処理委員会は、次に掲げる職務を公正、迅速かつ適

切に行う。 

(１) 第16条第１項第１号の規定に基づく苦情の申立てに係

る施策を実施する機関に対して、説明を求め、関係書類等の

閲覧又は写しの提出を求め、必要があると認めるときは、区

長に対して是正その他の措置を講じるよう勧告すること。 
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(２) 第16条第１項第２号の規定に基づく苦情の申立てに係

る関係者に対して、必要に応じて当該関係者の同意を得た上

で、資料の提出若しくは説明を求め、又は当該関係者に助言

若しくは是正の要望をするよう区長に要請すること。 

(３) 苦情の申立ての処理状況について、毎年度区長に報告す

ること。 

２ 区長は、前項第１号及び第２号の規定による苦情処理委員会

からの勧告又は要請を受けたときは、その趣旨を尊重し、適切

な措置を講じるものとする。 

３ 苦情処理委員会は、必要に応じ専門的な知識等を有する者か

ら助言を受けることができる。 

（委員の守秘義務） 

第20条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。 

（委員の解嘱） 

第21条 区長は、委員が心身の故障で職務の遂行に耐え得ないと

認めるとき又は職務上の義務違反その他委員としてふさわし

くない行為があると認めるときは、これを解嘱することができ

る。 

２ 委員は、前項の規定による場合のほか、その意に反して解嘱

されることはない。 

第５章 東京都板橋区男女平等参画審議会 

（設置） 

第22条 男女平等参画社会の形成を推進するために、東京都板橋

区男女平等参画審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第23条 審議会は、次に掲げる事項について、区長の諮問に応じ

審議し、答申する。 

(１) 行動計画の策定に関する基本的な考え方 

(２) 行動計画の実施結果に関する評価 

(３) その他男女平等参画社会の形成に関する重要事項 

（審議会の組織等） 

第24条 審議会は、区長が委嘱する委員15人以内をもって組織し、

男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の６を超えな

いものとする。 

（委員の任期） 

第25条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第６章 雑則 

（委任） 

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、板橋区規則で定め

る。 

付 則 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。ただし、第４章

の規定は、同年10月１日から施行する。 

 


